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(57)【要約】
【課題】超音波を送受することにより得られた複数チャ
ンネルの信号の中から抑圧処理の対象を特定する。
【解決手段】重み付け処理部３０は、複数チャンネルの
信号を重み付け処理することにより各チャンネルごとに
重み付け処理後の処理信号を得る。重み付け処理部３０
は、サイドローブの抑制などを目的としたアポダイゼー
ションを行う。抑圧処理部４０は、複数チャンネルのう
ちの少なくとも１つの代表チャンネルの処理信号と各チ
ャンネルの処理信号とを比較することにより、複数チャ
ンネルの処理信号の中から抑圧処理の対象となる処理信
号を特定する。抑圧処理部４０における比較により、例
えば超音波の多重反射などの影響を受けた例外的な処理
信号が抑圧処理の対象として特定される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受することにより得られた複数チャンネルの信号を重み付け処理することに
より各チャンネルごとに処理信号を得る重み付け処理部と、
　前記複数チャンネルのうちの少なくとも１つの代表チャンネルの処理信号との比較によ
り、前記複数チャンネルの処理信号の中から抑圧処理の対象となる処理信号を特定する抑
圧処理部と、
　を有する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記抑圧処理部は、超音波の受信開口の中央位置又はその近傍に対応した少なくとも１
つのチャンネルを前記代表チャンネルとする、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の超音波診断装置において、
　前記抑圧処理部は、前記代表チャンネルの処理信号に基づく基準振幅と前記各チャンネ
ルの処理信号の振幅とを比較し、前記複数チャンネルの処理信号のうちの振幅が基準振幅
を超える処理信号を抑圧処理の対象とする、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記抑圧処理部は、超音波ビームの偏向角度に応じて、超音波の受信開口内における前
記代表チャンネルの位置とチャンネル数の少なくとも一方を変化させる、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波を送受することにより得られた受信信号に含まれるサイドローブを抑制する技術
としてアポダイゼーションが知られている。一般に、アポダイゼーションでは、複数の振
動素子で構成される開口の中心に近いほど大きな重み付けにより、送信信号と受信信号の
少なくとも一方が重み付け処理される（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２６３９３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特に超音波プローブの近傍における送受信では、超音波の多重反射などの影響により、
開口の中心から離れた例えば端部付近において巨大なエコーが発生しやすい。端部付近に
おいて巨大なエコーが発生すると、重み付け処理（アポダイゼーション）したにも関わら
ず巨大なエコーを抑制しきれず、例えば端部付近において多重反射などの影響に伴う大き
な信号が得られてしまい、超音波画像の画質を劣化させてしまう場合がある。
【０００５】
　本発明は、超音波を送受することにより得られた複数チャンネルの信号の中から抑圧処
理の対象を特定することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的にかなう好適な超音波診断装置は、超音波を送受することにより得られた複数
チャンネルの信号を重み付け処理することにより各チャンネルごとに処理信号を得る重み
付け処理部と、前記複数チャンネルのうちの少なくとも１つの代表チャンネルの処理信号
との比較により、前記複数チャンネルの処理信号の中から抑圧処理の対象となる処理信号
を特定する抑圧処理部と、を有することを特徴とする。
【０００７】
　上記構成において、複数チャンネルの信号は、超音波を送受する複数の振動素子を利用
して得ることができる。例えば、１つの振動素子が１チャンネルに対応付けられて、各振
動素子から得られる信号が各チャンネルの信号とされる。なお、例えば１つの振動素子に
複数チャンネルが対応付けられてもよいし、複数の振動素子から得られる信号に基づいて
１チャンネルの信号が形成されてもよい。
【０００８】
　また、上記構成において、重み付け処理部は、複数チャンネルの信号を重み付け処理す
ることにより各チャンネルごとに重み付け処理後の処理信号を得る。重み付け処理部は、
例えば、サイドローブの抑制などを目的としたアポダイゼーションを行う。例えば、開口
の中央付近よりも開口の端部付近における重み付けを小さくした重み付け関数が利用され
る。なお、超音波ビームの偏向角度等に応じて、例えば重み付けのピーク位置を開口の中
央付近において移動させてもよいし、超音波ビームの偏向角度に関わらず重み付けのピー
ク位置を開口の中央に固定してもよい。
【０００９】
　また、上記構成において、抑圧処理部は、複数チャンネルのうちの少なくとも１つの代
表チャンネルの処理信号との比較により、複数チャンネルの処理信号の中から抑圧処理の
対象となる処理信号を特定する。抑圧処理部は、例えば、代表チャンネルの処理信号と各
チャンネルの処理信号とを比較することにより、複数チャンネルの処理信号の中から抑圧
処理の対象となる処理信号を特定する。代表チャンネルの処理信号と各チャンネルの処理
信号は直接的に比較されてもよいし、例えば、代表チャンネルの処理信号から得られる基
準値（例えば振幅の基準値など）と各チャンネルの処理信号の信号値（例えば振幅値など
）とを比較する間接的な比較でもよい。
【００１０】
　そして、抑圧処理部における比較により、つまり、複数チャンネルのうちの少なくとも
１つを代表チャンネルとすることによる複数チャンネル内における相対的な比較により、
複数チャンネルの処理信号の中から、例えば超音波の多重反射などの影響を受けた例外的
な処理信号を抑圧処理の対象として特定することができる。なお、抑圧処理の対象となる
処理信号は、例えば超音波画像の画質を劣化させない程度の大きさに抑圧される。抑圧処
理の対象となる処理信号は、例えば代表チャンネルの処理信号に置き換えられることが望
ましいものの、例えば超音波画像の形成に利用されないように破棄されてもよい。
【００１１】
　望ましい具体例において、前記抑圧処理部は、超音波の受信開口の中央位置又はその近
傍に対応した少なくとも１つのチャンネルを前記代表チャンネルとする、ことを特徴とす
る。
【００１２】
　望ましい具体例において、前記抑圧処理部は、前記代表チャンネルの処理信号に基づく
基準振幅と前記各チャンネルの処理信号の振幅とを比較し、前記複数チャンネルの処理信
号のうちの振幅が基準振幅を超える処理信号を抑圧処理の対象とすることを特徴とする。
【００１３】
　望ましい具体例において、前記抑圧処理部は、超音波ビームの偏向角度に応じて、超音
波の受信開口内における前記代表チャンネルの位置とチャンネル数の少なくとも一方を変
化させる、ことを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１４】
　本発明により、超音波を送受することにより得られた複数チャンネルの信号の中から抑
圧処理の対象が特定される。例えば、本発明の好適な態様によれば、複数チャンネルの処
理信号の中から、超音波の多重反射などの影響を受けた例外的な処理信号を抑圧処理の対
象として特定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施において好適な超音波診断装置の具体例を示す図である。
【図２】重み付け処理の具体例を説明するための図である。
【図３】抑圧処理部の内部構成の具体例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、本発明の実施において好適な超音波診断装置の具体例を示す図である。超音波
診断装置１００は、図１に符号を付して示す複数の構成要素を備えている。
【００１７】
　複数の振動素子１０は、各々が超音波を送受する超音波振動素子である。例えば、一次
元的に配列された複数の振動素子１０により、リニア走査型のリニアプローブ、セクタ走
査型のセクタプローブ、コンベックス走査型のコンベックスプローブなどが実現される。
【００１８】
　複数の振動素子１０は送信信号に応じた超音波を送波する。これにより超音波の送信ビ
ームが形成されて走査され、例えば、走査面内において複数の送信ビームが次々に形成さ
れる。また、走査面内において複数の送信ビームに対応した複数の受信ビームが次々に形
成される。なお、図１には、超音波診断装置１００が備える送信系の構成要素、つまり各
振動素子１０に送信信号を出力して超音波の送信ビームを形成する送信系の構成要素が図
示省略されている。
【００１９】
　図１において、複数の振動素子１０の後段には、超音波診断装置１００が備える受信系
の構成要素が図示されている。超音波の送受により複数の振動素子１０から得られる信号
（受波信号）は、複数の受信処理部１２において処理される。各受信処理部１２は、例え
ば、プリアンプ，ゲインコントローラ，アナログデジタル変換器などを備えており、対応
する各振動素子１０から得られる信号を受信処理する。
【００２０】
　図１に示す具体例では、１つの振動素子１０が１つのチャンネル（ｃｈ）に対応付けら
れている。つまり、チャンネル０「ｃｈ０」～チャンネル（Ｎ－１）「ｃｈ（Ｎ－１）」
までのＮチャンネル（Ｎは自然数）にＮ個の振動素子１０が対応付けられている。また、
ＮチャンネルにＮ個の受信処理部１２が対応付けられている。
【００２１】
　整相処理部２０は、複数の受信処理部１２から得られる受信処理後の信号（例えばデジ
タル化された信号）に対して整相処理を実行する。整相処理部２０は、受信ビームフォー
マとしての機能（整相加算処理）の一部である整相処理を実行する。整相処理部２０は、
例えば、各受信ビームごとに且つ各深さごとに定められた遅延データに従って、各チャン
ネルの信号に対してそのチャンネルに応じた遅延処理を実行する。こうして、複数チャン
ネルの各チャンネルから、例えば各受信ビームごとに且つ各深さごとに、遅延処理後の信
号（例えば遅延処理後のデジタル化信号）が整相処理部２０から出力される。
【００２２】
　重み付け処理部３０は、整相処理部２０から各チャンネルごとに得られる遅延処理後の
信号に対して重み付け処理を施す。重み付け処理部３０は、アポダイゼーションとして知
られる重み付け処理を実行する。つまり、重み付け処理部３０は、例えば、複数の振動素
子１０で構成される受信開口の中心に近いほど大きな重み付けにより、各振動素子１０か
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ら得られる遅延処理後の信号を重み付け処理する。重み付け処理部３０における重み付け
処理により、例えば、複数の振動素子１０から得られる処理信号に含まれるサイドローブ
などが抑制される。こうして、複数チャンネルの各チャンネルから、例えば各受信ビーム
ごとに且つ各深さごとに、重み付け処理後の処理信号（例えば重み付け処理後のデジタル
化された信号）が重み付け処理部３０から出力される。
【００２３】
　図２は、重み付け処理の具体例を説明するための図である。図２（Ａ）には、重み付け
処理部３０（図１）において利用される重み付け関数の具体例が図示されている。図２（
Ａ）において、横軸は複数のチャンネル（ｃｈ）に対応しており、各チャンネルから得ら
れる信号に対する重み付け係数の大きさが縦軸に対応している。
【００２４】
　図２（Ａ）に示す具体例において、重み付け関数は、破線で示す受信開口の中央位置に
対応したチャンネルにおいて重み付け係数が最大値（ピーク）となり、中央位置から離れ
るに従って、つまり受信開口の端部位置に近づくに従って、重み付け係数が小さくなって
いる。
【００２５】
　したがって、例えば、複数チャンネルの信号（図１の整相処理部２０から得られる信号
）の大きさ（振幅）が全て同じであれば、図２（Ａ）の重み付け関数による重み付け処理
後における複数チャンネルの信号の大きさ（振幅）も、図２（Ａ）の重み付け関数と同じ
形状になる。
【００２６】
　ところが、例えば超音波プローブの近傍における送受信では、超音波の多重反射などの
影響により受信開口の中心から離れた位置において巨大なエコーが発生する場合がある。
その巨大なエコーを受波した振動素子１０（図１）から得られる信号の大きさ（振幅）も
巨大になる。そのため、その振動素子１０に対応したチャンネルでは、重み付け処理（ア
ポダイゼーション）後においても、図２（Ｂ）に示す具体例のように、巨大なエコーに伴
う巨大な振幅を抑えきれない場合がある。
【００２７】
　図２（Ｂ）には、図２（Ａ）の重み付け関数による重み付け処理後の振幅の具体例が図
示されている。図２（Ｂ）において、横軸は複数のチャンネル（ｃｈ）に対応しており、
各チャンネルから得られる信号の重み付け処理後の振幅の大きさが縦軸に対応している。
図２（Ｂ）に示す具体例では、受信開口内の位置Ｍに対応したチャンネルにおいて、他の
チャンネルに比べて巨大な振幅が得られたために、重み付け処理後においても位置Ｍに対
応したチャンネルの信号の振幅が極端に大きい。例えば、図２（Ｂ）に示す信号の振幅の
まま受信ビームを形成してしまうと、その受信ビームに基づく超音波画像の画質を劣化さ
せてしまう場合がある。
【００２８】
　図１に戻り、抑圧処理部４０は、重み付け処理部３０から得られる複数チャンネルの処
理信号の中から、重み付け処理により抑えきれない大きな振幅の信号を特定し、その振幅
を抑圧する。抑圧処理部４０は、複数チャンネルのうちの少なくとも１つの代表チャンネ
ルの処理信号（重み付け処理後の信号）との比較により、複数チャンネルの処理信号（重
み付け処理後の信号）の中から、抑圧処理の対象となる処理信号を特定する。
【００２９】
　また、加算処理部５０は、抑圧処理部４０から得られる抑圧処理後の複数チャンネルの
信号を加算処理する。加算処理部５０は受信ビームフォーマとしての機能（整相加算処理
）の一部である加算処理を実行する。整相処理部２０から加算処理部５０までの処理は、
複数の受信ビームについて各受信ビームごとに実行され、加算処理部５０において、例え
ば走査面を構成する複数の受信ビームの各受信ビームごとに、複数の深さに対応した受信
データからなるビームデータが形成される。
【００３０】



(6) JP 2018-19869 A 2018.2.8

10

20

30

40

50

　そして、画像形成部６０は、複数の受信ビームに対応したビームデータに基づいて、例
えばＢモード画像などの画像データを形成する。その画像データに対応した超音波画像は
モニタ等に表示される。
【００３１】
　図３は、抑圧処理部４０の内部構成の具体例を示す図である。図３に示す具体例におい
て、抑圧処理部４０は、基準振幅生成部４２と複数の比較抑圧部４４を備えている。
【００３２】
　基準振幅生成部４２は、複数チャンネルのうちの少なくとも１つの代表チャンネルの処
理信号に基づいて基準振幅を決定する。代表チャンネルとしては、受信開口の中央位置又
はその近傍に対応した少なくとも１つのチャンネルを利用することが望ましい。
【００３３】
　図３に示す具体例では、チャンネル０「ｃｈ０」～チャンネル（Ｎ－１）「ｃｈ（Ｎ－
１）」までのＮチャンネルに対応したＮ個の振動素子１０（図１）により受信開口が形成
されている。つまり、Ｎ個の振動素子１０が受信素子として利用されている。そして、受
信開口の中央に対応したチャンネル（Ｎ／２－１）「ｃｈ（Ｎ／２－１）」とチャンネル
（Ｎ／２）「ｃｈ（Ｎ／２）」の２つのチャンネルが代表チャンネルとして利用されてい
る。
【００３４】
　基準振幅生成部４２は、代表チャンネルであるチャンネル（Ｎ／２－１）とチャンネル
（Ｎ／２）から得られる２つの処理信号、つまり重み付け処理部３０による重み付け処理
後の２つの処理信号に関する振幅の平均値を基準振幅Ｒ（基準信号Ｒの振幅）とする。
【００３５】
　また、図３に示す具体例において、抑圧処理部４０は、Ｎチャンネルに対応したＮ個の
比較抑圧部４４を備えている。各比較抑圧部４４は、対応するチャンネル（ｃｈ）の処理
信号Ａの振幅と基準信号Ｒの振幅（基準振幅Ｒ）とを比較する。各比較抑圧部４４は、対
応するチャンネルの処理信号Ａの振幅が基準信号Ｒの振幅を超える場合（Ａ＞Ｒ）に、そ
の処理信号Ａが抑圧処理の対象であると判定する。また、各比較抑圧部４４は、対応する
チャンネルの処理信号Ａの振幅が基準信号Ｒの振幅以下の場合（Ａ≦Ｒ）に、その処理信
号Ａが抑圧処理の対象ではないと判定する。
【００３６】
　そして、各比較抑圧部４４は、対応するチャンネルの処理信号Ａが抑圧処理の対象であ
る場合に抑圧処理の結果として基準信号Ｒの振幅（基準振幅Ｒ）を出力し、対応するチャ
ンネルの処理信号Ａが抑圧処理の対象でなければ処理信号Ａの振幅をそのまま出力する。
なお、代表チャンネルについては、基準振幅Ｒとの比較を行わずに、つまり抑圧処理を行
わずに、常に処理信号Ａの振幅をそのまま加算処理部５０へ出力するようにしてもよい。
【００３７】
　こうして、Ｎ個の比較抑圧部４４の各々から、各チャンネルの処理信号Ａの振幅（抑圧
無）または基準信号Ｒの振幅（抑圧有）が出力され、加算処理部５０においてＮチャンネ
ルの信号の振幅が加算処理される。抑圧処理部４０における処理は、例えば、複数の受信
ビームの各受信ビームごとに且つ各深さごとに実行される。これにより、複数チャンネル
の各チャンネルから、例えば各受信ビームごとに且つ各深さごとに、処理信号Ａの振幅（
抑圧無）または基準信号Ｒの振幅（抑圧有）が抑圧処理部４０から出力される。
【００３８】
　なお、抑圧処理部４０は、超音波ビームの偏向角度に応じて、超音波の受信開口内にお
ける代表チャンネルの位置とチャンネル数の少なくとも一方を変化させてもよい。超音波
ビーム（受信ビーム）を偏向すると、偏向角度の大きい側に比べて偏向角度の小さい側に
大きなエコーが生じやすいため、例えば、（受信）開口の中央位置から偏向角度の小さい
側に代表チャンネルの位置を移動させてもよいし、偏向角度の小さい側に代表チャンネル
のチャンネル数を増加させてもよい。
【００３９】
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　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、上述した実施形態は、あらゆる点で単な
る例示にすぎず、本発明の範囲を限定するものではない。本発明は、その本質を逸脱しな
い範囲で各種の変形形態を包含する。
【符号の説明】
【００４０】
　１０　振動素子、１２　受信処理部、２０　整相処理部、３０　重み付け処理部、４０
　抑圧処理部、５０　加算処理部、６０　画像形成部、１００　超音波診断装置。

【図１】 【図２】
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【図３】
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